
 

事 務 連 絡 

令和２年１２月２８日 

 

 

一般社団法人 日本建設業連合会 御中 

 

国土交通省住宅局建築指導課 

 

                                                                      

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を 

改正する省令等の施行について 

 

 

平素より建築行政の推進にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

による改正後の建築基準法施行規則、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規

則、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の運用について、

別添のとおり通知しましたので、お知らせいたします。 

 

 

【問合せ先】 

国土交通省住宅局建築指導課 山田、中村 

TEL：03-5253-8513 

 



国住指第 34 0 8 号 

令和２年 12 月 28 日 

 

各指定確認検査機関（大臣指定） 

各指定構造計算適合性判定機関（大臣指定）  

 

 

国土交通省住宅局建築指導課長   

（公印省略）       

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する 

省令等の施行について（技術的助言） 

 

 

 

 日頃より建築行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 

規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）において、「原則として全ての見

直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提

示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンラ

イン化を行う」こととされたことを踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令におい

て、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所

要の改正を行うため、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一

部を改正する省令（令和２年国土交通省令第 98号。以下「改正省令」という。）が本

年 12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。ま

た、改正省令の施行に伴い、並びに建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 18 条

の３第１項及び建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号）第 11条の２の３

第２項第１号の規定に基づき、確認審査等に関する指針及び申請者が工場等において

行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管

理を実地に確認する必要がある場合及びその費用を定める件の一部を改正する告示

が本年 12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。 

ついては、今回施行される改正省令による改正後の建築基準法施行規則、建築物の

耐震改修の促進に関する法律施行規則、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則の運用について、下記のとおり通知します。 

なお、各都道府県建築行政主務部長、特定行政庁に対しては別添１のとおり、地方

整備局長又は都道府県知事指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機

関に対してはこの旨通知していることを申し添えます。 

の長 殿 



また、改正省令等を受けた「建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて

（技術的助言）」（平成 26年５月７日付け国住指第 394号）の見直し等については、

令和３年１月中に別途通知する予定です。 

 

 

記 

 

 

１．国民や事業者等に対して求める押印の廃止について 

国土交通省が単独で所管する省令において、国民や事業者等に対して押印を求める

建築基準法施行規則等の手続については押印を不要としました。詳細については、別

添「（抄）令和２年国土交通省令第 98号」を参照ください。併せて、確認審査等に関

する指針（平成 19年国土交通省告示第 835号）を改正しております。詳細について

は、別添「令和２年国土交通省告示第 1566号」を参照ください。 

 

２．経過措置について 

 改正省令の附則第２項の規定に基づき、改正省令施行前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができます。 

 

３．建築基準法等関係手続のオンライン化について 

 手続のオンライン化を行うため、国民や事業者等に対して押印を求めている手続に

ついて押印を不要とする省令改正を行った趣旨を踏まえ、手続のオンライン化を積極

的に検討し、取り組んでいただきますようお願いします。 

 

 

以上 

 

 

 

【問合せ先】 

国土交通省住宅局建築指導課 山田、中村 

TEL：03-5253-8513 

 



国住指第 3408号 

令和２年 12 月 28 日 

 

各地方整備局建政部長 殿 

 

 

国土交通省住宅局建築指導課長   

（公印省略）       

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する 

省令等の施行について（技術的助言） 

 

 

 

 日頃より建築行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 

規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）において、「原則として全ての見

直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提

示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンラ

イン化を行う」こととされたことを踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令におい

て、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所

要の改正を行うため、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一

部を改正する省令（令和２年国土交通省令第 98号。以下「改正省令」という。）が本

年 12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。ま

た、改正省令の施行に伴い、並びに建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 18 条

の３第１項及び建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号）第 11条の２の３

第２項第１号の規定に基づき、確認審査等に関する指針及び申請者が工場等において

行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管

理を実地に確認する必要がある場合及びその費用を定める件の一部を改正する告示

が本年 12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。 

ついては、今回施行される改正省令による改正後の建築基準法施行規則、建築物の

耐震改修の促進に関する法律施行規則、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則の運用について、下記のとおり通知します。 

貴職におかれては、貴職指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関

に対しても、この旨周知方お願いします。 

なお、特定行政庁に対しては別添１のとおり、国土交通大臣又は都道府県知事指定

の指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関に対してはこの旨通知してい



ることを申し添えます。 

また、改正省令等を受けた「建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて

（技術的助言）」（平成 26年５月７日付け国住指第 394号）の見直し等については、

令和３年１月中に別途通知する予定です。 

 

 

記 

 

 

１．国民や事業者等に対して求める押印の廃止について 

国土交通省が単独で所管する省令において、国民や事業者等に対して押印を求める

建築基準法施行規則等の手続については押印を不要としました。詳細については、別

添「（抄）令和２年国土交通省令第 98号」を参照ください。併せて、確認審査等に関

する指針（平成 19年国土交通省告示第 835号）を改正しております。詳細について

は、別添「令和２年国土交通省告示第 1566号」を参照ください。 

 

２．経過措置について 

 改正省令の附則第２項の規定に基づき、改正省令施行前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができます。 

 

３．建築基準法等関係手続のオンライン化について 

 手続のオンライン化を行うため、国民や事業者等に対して押印を求めている手続に

ついて押印を不要とする省令改正を行った趣旨を踏まえ、手続のオンライン化を積極

的に検討し、取り組んでいただきますようお願いします。 

 

 

以上 

 

 

 

【問合せ先】 

国土交通省住宅局建築指導課 山田、中村 

TEL：03-5253-8513 

 



国住指第 3408号 

令和２年 12 月 28 日 

 

各都道府県建築行政主務部長 殿 

 

 

国土交通省住宅局建築指導課長   

（公印省略）       

 

 

 

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する 

省令等の施行について（技術的助言） 

 

 

 

 日頃より建築行政の推進にご協力いただきありがとうございます。 

規制改革実施計画（令和２年７月 17日閣議決定）において、「原則として全ての見

直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提

示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンラ

イン化を行う」こととされたことを踏まえ、国土交通省が単独で所管する省令におい

て、国民や事業者等に対して押印を求めている手続について押印を不要とする等の所

要の改正を行うため、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一

部を改正する省令（令和２年国土交通省令第 98号。以下「改正省令」という。）が本

年 12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。ま

た、改正省令の施行に伴い、並びに建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 18 条

の３第１項及び建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号）第 11条の２の３

第２項第１号の規定に基づき、確認審査等に関する指針及び申請者が工場等において

行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管

理を実地に確認する必要がある場合及びその費用を定める件の一部を改正する告示

が本年 12 月 23 日に公布され、令和３年１月１日から施行されることとなりました。 

ついては、今回施行される改正省令による改正後の建築基準法施行規則、建築物の

耐震改修の促進に関する法律施行規則、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則の運用について、下記のとおり通知します。 

貴職におかれては、貴管内の特定行政庁並びに貴都道府県知事指定の指定確認検査

機関及び指定構造計算適合性判定機関に対しても、この旨周知方お願いします。 

なお、国土交通大臣又は地方整備局長指定の指定確認検査機関及び指定構造計算適

合性判定機関に対しては別添１のとおり通知していることを申し添えます。 



また、改正省令等を受けた「建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて

（技術的助言）」（平成 26年５月７日付け国住指第 394号）の見直し等については、

令和３年１月中に別途通知する予定です。 

 

 

記 

 

 

１．国民や事業者等に対して求める押印の廃止について 

国土交通省が単独で所管する省令において、国民や事業者等に対して押印を求める

建築基準法施行規則等の手続については押印を不要としました。詳細については、別

添「（抄）令和２年国土交通省令第 98号」を参照ください。併せて、確認審査等に関

する指針（平成 19年国土交通省告示第 835号）を改正しております。詳細について

は、別添「令和２年国土交通省告示第 1566号」を参照ください。 

 

２．経過措置について 

 改正省令の附則第２項の規定に基づき、改正省令施行前の様式による用紙は、当分

の間、これを取り繕って使用することができます。 

 

３．特定行政庁等が定める様式の押印について 

 特定行政庁等が条例、規則等で、国民や事業者等に対して押印を求めている手続に

ついても、今般の国の動きを踏まえ、押印の廃止に向けた検討を進めていただくよう

お願いします。 

 

４．建築基準法等関係手続のオンライン化について 

 手続のオンライン化を行うため、国民や事業者等に対して押印を求めている手続に

ついて押印を不要とする省令改正を行った趣旨を踏まえ、手続のオンライン化を積極

的に検討し、取り組んでいただきますようお願いします。 

 

 

以上 

 

 

 

【問合せ先】 

国土交通省住宅局建築指導課 山田、中村 

TEL：03-5253-8513 
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「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
、
同
条
第
一
号
中
「
名
称
」
を

「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
を
削
る
。
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別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
一
号
の
二
様
式
中「（署

名
）

」を
削
り
、

「
※
受
付
担
当
者
確
認
欄印

」

を

「

」

※
受
付
担
当
者
確
認
欄

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
十
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「氏

名
印








」
を
「氏

名




」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
七
中「（署

名
）

」を
削
る
。

別
表
第
八
中
「印

」
及
び「（署

名
）

」を
削
る
。

別
表
第
十
一
中
「

」
を
削
る
。

別
表
第
十
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
十
四
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

（
造
船
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

造
船
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
及
び
第
二
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。

第
三
号
書
式
及
び
第
四
号
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
及
び
第
一
号
の
二
書
式
中「（自

署
）

」を
削
る
。

第
一
号
の
三
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
号
の
二
書
式
中「（署

名
）

」を
削
り
、「責

任
者
（
職
氏
名
）
印

」
を
「責

任
者
（
職
氏
名
）

」に
改
め
る
。

第
五
号
書
式
第
一
面
中
記
入
注
意
２
を
削
り
、
記
入
注
意
３
を
記
入
注
意
２
と
し
、
記
入
注
意
４
を
記
入
注
意
３

と
し
、「登

録
申
請
者
氏
名

印

」
を
「登

録
申
請
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
六
号
書
式
添
付
書
類

中
記
入
注
意
１
を
削
り
、
記
入
注
意
２
を
記
入
注
意
１
と
し
、
記
入
注
意
３
を
記
入
注

意
２
と
し
、「印

」
を
削
り
、
同
書
式
添
付
書
類

中
「印

」
及
び「（署

名
）

」を
削
る
。

第
六
号
の
二
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第

二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
三
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
」
を
「
氏
名
が

記
載
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に

改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
七
号
」
に
、「
第
十
一

条
の
四
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
」
を「
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
を
削
り
、
第
十
一
条
の
四
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
五
を
第
十
一
条
の
四
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を

「設
計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と

す
る
。

別
記
別
記
第
三
号
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を

「設
計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、

注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
及
び
別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
用
）
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
及
び
別
記
第
九
号
様
式
（
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
用
）
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注

意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を「申

請
者
氏
名

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
の
二
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注

意
２
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
の
三
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「工

事
監
理
者
氏
名

印

」
を
「工

事
監
理
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「届

出
者
氏
名

印

」
を
「届

出
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を「係

員
氏
名

」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「工

事
監
理
者
氏
名

印

」
を
「工

事
監
理
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。
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別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」を「申
請
者
氏
名

」に
、

「
※
建
築
主
事印

※
審
査

」

を 「
※
建
築
主
事

※
審
査
担
当
者

」

に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、

注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を
注
意
１

と
し
、
注
意
１

を
注
意
１

と
す
る
。

担
当
者
印

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を
注
意
１

と
し
、
注
意
１

を
注
意
１

と
す
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
二
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「調

査
者
氏
名

印

」
を
「調

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
三
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
四
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
五
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
六
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印
」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
七
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
八
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
九
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第
十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
十
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
の
六
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十

七
号
の
十
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
二
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十

四
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
の
二
様
式
、別
記
第
三
十
七
号
の
十
八
様
式
、

別
記
第
三
十
七
号
の
二
十
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
の
二
十
の
二
様
式
中「（署

名
）

」を
削
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注

意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を

注
意
１
と
す
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」

に
、「係
員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注

意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
三
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係

員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
七
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係

員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
十
号
の
二
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
五
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

か
ら
注
意

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
十
号
の
八
様
式
中「

印
」

及
び
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
し
、

注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
九
様
式
中「

印
」

及
び
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
五
十
号
の
十
四
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
し
、

注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
一
号
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
り
、

「
責
任
者
（
職
氏
名
）
印
」

を「
責
任
者
（
職
氏
名
）
」

に

改
め
る
。

別
記
第
五
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
十
号
様
式
ま
で
の
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
る
。

別
記
第
六
十
号
の
二
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
り
、

「
責
任
者
（
職
氏
名
）
印
」

を「
責
任
者
（
職
氏
名
）」

に
改
め

る
。別

記
第
六
十
号
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
六
十
号
の
十
一
様
式
ま
で
の
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
る
。

別
記
第
六
十
一
号
様
式
、
別
記
第
六
十
一
号
の
二
様
式
、
別
記
第
六
十
五
号
様
式
及
び
別
記
第
六
十
五
号
の
二
様

式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
設
計
者
氏
名

印
」

を「
設
計
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
四
様
式
中「

第
十
一
条
の
四
」

を「
第
十
一
条
の
三
」

に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
九
号
様
式
中「

届
出
者
氏
名

印
」

を「
届
出
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を
注
意
１
と
す
る
。

（
海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「
印
」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「
印
」
及
び
備
考
を
削
る
。
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別
記
様
式
第
三
中
「

」
を
削
り
、

「
備
考１
申
出
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載

２
申
出
人
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記

に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
地
積
」
欄
の
最
下
段
に
地
積
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
換
地
処
分
の
共
用
持
分
」
欄
は
、
従
前
の
宅
地
の
価
額
の
割
合

る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
法
人
の

す
る
こ
と
。

載
を
自
署
で
行
う
場
合

」

を 「
備
考１
申
出
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
地
積
」
欄
の
最
下
段
に
地
積
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
換
地
処
分
後
の
共
用
持
分
」
欄
は
、
従
前
の
宅
地
の
価
額
の
割
合
と
異
な

め
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

と
異
な
る
割
合
を
定
め

」

そ
の
法
人
の

る
割
合
を
定

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
第
一
面
及
び
第
十
三
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名

及
び
法
人
に
あ

そ
の
代
表
者
の

又
は
名
称

っ
て
は
、

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
（
管
理
者
等
）
の
氏
名
又
は
名
称
、

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」を「申
請
者
（
管
理
者
等
）

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

の
氏
名
又
は
名
称
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
第
一
面
中
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員

印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

（
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
）

第
百
条

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
」
及
び
注
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を
「
記
載

し
た
」
に
改
め
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」を「
記

載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令（
平
成
四
年
建
設
省
令
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。
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様
式
第
一
中「

印
」

を
削
り
、 「注

１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し

３
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

４
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ

」
を

て
く
だ
さ
い
。

き
ま
す
。

さ
い
。

「注
１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ

３
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

い
。

」
に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
七
条

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

印

」

を「

」

に
改
め
、
備
考
５

中「
が
記
名
押
印
し
、
又
は
署
名
す
る
」

を「
の

氏
名
を
記
載
す
る
」

に
改
め
、
同

中「
が
、
そ
の
」

を「
の
」

に
、

「
が
記
名
押
印
し
、
又
は
署
名
す
る
」

を「
の

氏
名
を
記
載
す
る
」

に
改
め
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
八
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
第
一
面
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
、

「
係

員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
五
号
の
二
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
一
を
備
考
と
す
る
。

第
五
号
の
三
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
三
を
備
考
二
と
す
る
。

第
五
号
の
四
様
式
第
一
面
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
九
条

海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省

令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「


」

及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
条

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
五
条

排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
六
条

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「
印
」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
三
を
備
考
二
と
し
、
備
考
四
か
ら
備
考
六
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に

改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「印
」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
及
び
別
記
様
式
第
十
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備

考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

（
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
一
条

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
、
第
三
号
の
四
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様

式
ま
で
及
び
第
九
号
の
四
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
備

考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

（
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
）

第
百
三
十
二
条

海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
三
条

国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中「（第

五
条
関
係
）

」を「（第
四
条
関
係
）

」に
改
め
、「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考

２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
四
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
４
を
削
り
、
注
意
５
を
注
意
４
と
し
、
注
意
６
を
注
意
５
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「氏

名
又
は
名
称

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
り
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。
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令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
）

第
百
四
十
五
条

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九

年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
六
条

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
七
条

国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一

年
国
土
交
通
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
九
号
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
４
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を

注
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
八
条

国
土
交
通
省
関
係
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置

法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
九
条

国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
10
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

（
自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
条

自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



yamada-t2hg
四角形



yamada-t2hg
テキストボックス
別添
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